
IT クリエイター甲子園 2026 

応募規約 

主催：八代市 事務局：八代市商工政策課 

令和 8 年（2026 年）版 

 

本規約は、ITクリエイター甲子園 2026（以下「本コンテスト」）への応募に際して適用されます。

応募をもって本規約に同意したものとみなします。 

 

第１条 目的 

 

本コンテストは、八代市内の高校・高等専門学校に在籍する生徒の IT クリエイティブ能力の発

掘・育成を目的とし、地域の IT 人材確保および企業誘致に資することを目的とします。 

 

第２条 応募資格 

 

（1）一般部門 

1. 応募時点で八代市内の高校または高等専門学校に在籍する生徒であること。 

2. 未成年者は保護者の同意を得た上で応募すること。 

3. 1 部門あたり 3 件まで応募可能です。 

 

（2）特別枠 

4. 大学または専門学校に在籍する学生であり、IT・コンテンツ関係、デザイン関係の企業へ

の就職に強い興味があること。 

5. 応募件数は一般部門と同様、1 部門あたり 3 件までとします。 



第３条 応募方法 

 

6. 所定の応募フォームに必要事項を入力し、作品データとあわせて提出してください。 

7. 応募締切日時は募集要項に定めるとおりとし、期限を過ぎた応募は受け付けません。 

 

第４条 応募作品に関する条件 

 

（1）基本条件 

8. 未発表のオリジナル作品であること。 

9. 第三者の著作権、肖像権、その他の権利を侵害していないこと。 

10. 公序良俗に反する内容を含まないこと。 

 

（2）AIツールの使用について 

11.生成 AI を含む AI ツールの使用は制限しません。ただし、以下の事項を守ってください。 

・ AI ツールを使用した場合は、応募フォーム内の所定欄にその旨および使用したツール名を

記載すること。 

・ 最終的な作品の完成・編集・判断は応募者本人が行うこと。 

・ AI ツールの使用に起因する権利問題については、応募者が一切の責任を負うものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



第５条 著作権および利用許諾 

 

12.応募作品の著作権は応募者本人に帰属します。 

13.応募者は、主催者（八代市）に対して、以下の目的での無償・非独占的な利用を許諾する

ものとします。 

・ コンテスト展示・PR 活動 

・ 企業誘致パンフレットその他広報物への掲載 

・ 公式ウェブサイト・SNS への掲載 

・ 報道機関への提供 

・ その他、主催者が適切と判断する公益的な利用 

14.主催者が作品を利用する際は、応募者の氏名・学校名等を表示することを原則とします

（応募者が非公開を希望した場合を除く）。 

15.上記利用許諾に対する対価は、本規約に定める賞金をもって充てるものとし、追加の対価

は発生しません。 

 

第６条 賞品について 

 

16.受賞者には、デジタルギフトカード（iTunes カードまたは Google Play ギフトカード、

受賞者の希望による）または八代全国花火競技大会のチケットを贈呈します。 

17.ギフトカード・チケットは所定の方法で送付または手渡しします。紛失・換金不可につき

ご注意ください。 

 

第７条 審査について 

 

18.審査は以下の二段階で実施します。 

・ 一次審査：事務局（八代市商工政策課）による書類・作品審査 

・ 二次審査：特別審査員による最終審査 

19.審査基準は別途定める審査要項に従います。 



20.審査結果は最終であり、結果に関する問い合わせには応じられません。 

 

第８条 未成年者の応募と保護者同意 

 

21.未成年者が応募する場合は、保護者（親権者または後見人）の同意が必要です。 

 応募の際は必ず保護者（親権者または後見人）に内容を確認いただいてください。 

 

第９条 個人情報の取り扱い 

 

22.収集した個人情報は、本コンテストの運営および関連する広報活動のみに使用します。 

23.法令に基づく場合を除き、第三者に個人情報を提供しません。 

24.個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは事務局まで。 

 

第１０条 禁止事項 

 

25.以下に該当した場合、主催者は応募を無効とし、受賞が判明した場合は取り消すことができ

ます。 

・ 他者の権利を侵害する作品の応募 

・ 虚偽の内容による応募 

・ 他の応募者への妨害行為 

・ その他、主催者が不適切と判断する行為 

 

 

 

 



第１１条 規約の変更・中止 

 

26.主催者は、必要に応じて本規約を変更できます。変更後の規約は公式ウェブサイトへの掲

載をもって効力を生じます。 

27.天変地異その他やむを得ない事由により、コンテストを中止または変更する場合がありま

す。 

 

第１２条 免責 

 

28.主催者は、応募作品に起因して第三者との間で生じた紛争について責任を負いません。 

29.天災その他不可抗力による損害について主催者は責任を負いません。 

 

附 則 

本規約は令和 8 年（2026 年）5 月の募集開始日より施行します。 


